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日　時　8月3日（木）
　　　　10時～11時30分
場　所　加東市役所2階　201会議室
対　象　小学生以下
　※親子での参加も可能です。
　　（就学前の幼児は保護者同伴）
申込方法　申込用紙に必要事項を記入のうえ、社
会福祉課まで持参・郵送またはファックスでお申
し込みください。申込用紙は社会福祉課にあるほ
か、市ホームページからもダウンロードできます。
申込期限　7月31日（月）　
◎参加無料
申し込み・問い合わせ
　　　〒673-1493　加東市社50番地
　　　　福祉部社会福祉課（庁舎1階）
　　　　　☎43-0409　 FAX42-6862

日　時 8月3日（木）
10時～11時30分

木）

【制度見直しの内容】
　これまでは、支援を希望する避難行動要支援者
が、市に申請し、登録するという方式でした。今
回の見直しで、市が定める基準に該当する方をあ
らかじめ名簿に登録し、その中から、避難のため
の情報提供に同意していただいた方の情報を、自
治会や消防署等と共有し、災害時の避難支援体制
の確立を図ります。

　※情報は、本人の同意に基づき提供しますが、
　　不同意の意思が明示されなかったときは、同
　　意をいただけたものとして取り扱います。

　加東市では、災害時要援護者台帳登録の仕組み
を、加東市避難行動要支援者名簿に関する条例に
基づいて運用するよう見直しました。
　新たな制度のもと、高齢の方や障害をお持ちの
方をはじめとした、災害時にご自身での避難が難
しい方（避難行動要支援者）の情報を地域内で共
有し、避難行動要支援者が、可能な限り地域で災
害時の避難支援等を受けられるよう、地域の方々
や関係団体との連携のもと、より災害に強い地域
づくりを進めていきます。

避難行動要支援者制度を始めました避難行動要支援者制度を始めました避難行動要支援者制度を始めました避難行動要支援者制度を始めました
～災害に強い地域づくりのために～～災害に強い地域づくりのために～～災害に強い地域づくりのために～～災害に強い地域づくりのために～
避難行動要支援者制度を始めました行政相談委員が

交代しました交代しました
行政相談委員が
交代しました

【名簿への登録対象となる方】
①要介護3～5の認定を受けている方
②身体障害者手帳1級または2級の交付を受けて
　いる方
③療育手帳Ａ判定を受けている方
④精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けてい
　る方
⑤高齢者のひとり暮らしや高齢者世帯等で、福祉
　票を提出されている方
※登録対象となる基準に該当しない方でも、妊産
　婦や子育て中の家庭等、支援が必要な方は、市
　への届け出により、避難行動要支援者として登
　録できます。
 【支援を受けるには】
　『加東市避難行動要支援者情報提供に関する調
査票』に必要事項を記入のうえ、高齢介護課・社
会福祉課・子育て支援課または健康課に持参する
か、高齢介護課まで郵送してください。同調査票
は提出先の各課窓口にあるほか、市ホームページ
からもダウンロードできます。
 【平成30年度分の名簿作成調査にご協力を】
　随時受け付けている名簿への登録に加え、平成
30年度分の名簿作成のために、登録対象となる方
への一斉調査を9月から実施します。
　登録対象となる方には、9月中に調査票をお届
けしますので、回答にご協力をお願いします。
名簿への登録・問い合わせ
〒673-1493　加東市社50番地
福祉部高齢介護課（庁舎1階）☎43-0440

～災害に強い地域づくりのために～

　加東市内の工場を見学して、このまちの魅力と、仕事や
働くことのすばらしさを見つけましょう！

日　時　8月8日（火）13時～14時30分
見学先　富士通周辺機株式会社（駐車場：社第3グラウンド）
内　容　スマートフォンの製造・パソコンなどのリサイクル
　　　　工程の見学
対　象　市内在住・在学の小学5年生～中学3年生（小学生は保護者同伴）
　　　　○小学生数人と保護者1人や、保護者のみでの参加も可能です。
定　員　48人（申込多数の場合は抽選）
申込方法　申込書に必要事項を記入のうえ、商工観光課まで持参・郵送・ファックスまたは電子
　メールで提出してください。申込書は、商工観光課にあるほか、市ホームページからもダウン
　ロードできます。
◎参加無料
申込期限　7月13日（木）
申し込み・問い合わせ
　〒673-1493　加東市社50番地　地域創造部商工観光課（庁舎3階）　
　　☎43-0530　FAX43-0552　電子メールshoko@city.kato.lg.jp　
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　平成９年から20年にわたり、行政相談委員を務
めていただいた大西英彦さん（上久米）が退任され、
総務大臣から感謝状が贈られました。なお、長井
眞須美さん（社）が、新たに行政相談委員へ就任さ
れています。
　また、同じく行政相談委員の藤原文子さん（厚
利）が、永年勤続を称えられ、近畿行政相談委員
連合協議会会長表彰を受けられました。

　行政相談は、国や特殊法人・独立行政法人の仕
事に関する意見を受け付け、その解決を通じて行
政運営の改善を図る制度です。

相談日・場所・時間
　毎月第２金曜日　はぴねす滝野
　毎月第３金曜日　社福祉センター
　毎月第４金曜日　東条ボランティアセンター
　いずれも10時～11時30分
◎相談無料　
　　　　　　　　　　　　　
問い合わせ
　協働部秘書広報課（庁舎４階） ☎43-0386

　平成９年から20年にわたり、行政相談委員を務
めていただいた大西英彦さん（上久米）が退任され、
総務大臣から感謝状が贈られました。なお、長井
眞須美さん（社）が、新たに行政相談委員へ就任さ
れています。
　また、同じく行政相談委員の藤原文子さん（厚
利）が、永年勤続を称えられ、近畿行政相談委員
連合協議会会長表彰を受けられました。

　行政相談は、国や特殊法人・独立行政法人の仕
事に関する意見を受け付け、その解決を通じて行
政運営の改善を図る制度です。

相談日・場所・時間
　毎月第２金曜日　はぴねす滝野
　毎月第３金曜日　社福祉センター
　毎月第４金曜日　東条ボランティアセンター
　いずれも10時～11時30分
◎相談無料　
　　　　　　　　　　　　　
問い合わせ
　協働部秘書広報課（庁舎４階） ☎43-0386

　平成９年から20年にわたり、行政相談委員を務
めていただいた大西英彦さん（上久米）が退任され、
総務大臣から感謝状が贈られました。なお、長井
眞須美さん（社）が、新たに行政相談委員へ就任さ
れています。
　また、同じく行政相談委員の藤原文子さん（厚
利）が、永年勤続を称えられ、近畿行政相談委員
連合協議会会長表彰を受けられました。

　行政相談は、国や特殊法人・独立行政法人の仕
事に関する意見を受け付け、その解決を通じて行
政運営の改善を図る制度です。

相談日・場所・時間
　毎月第２金曜日　はぴねす滝野
　毎月第３金曜日　社福祉センター
　毎月第４金曜日　東条ボランティアセンター
　いずれも10時～11時30分
◎相談無料　
　　　　　　　　　　　　　
問い合わせ
　協働部秘書広報課（庁舎４階） ☎43-0386


